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◇新有効期間令和７年７月１日～令和８年６月３０日

・重度心身障害者医療受給者証（対象者のみ）

◇新有効期間令和７年８月１日～令和８年７月３１日

・介護保険負担限度額認定証（対象者のみ）
毎年各自で申請が必要です。（申請期間７月３１日まで）
ご提出がない場合は、食費・居住費の減免が適用されません。

・介護保険負担割合証
・健康保険証（後期高齢者医療被保険者資格確認書

国民健康保険資格確認書等）
・医療限度額適用・標準負担額減額認定証（対象者のみ）

保険証類がお手元に届き次第、事務所にご提出ください。

７月 ７日 七夕
７月１７日 誕生会
７月３１日 納涼祭

８月２２日 誕生会

この度、面会制限を緩和し、居室等で面会できることになりました。

面会方法は次のとおりです。

♢ 面会場所 居室等

♢ 面会日時 月曜日～金曜日（土日、祝祭日は除く）

午前１０時～１１時３０分

午後１４時～１６時３０分

※１回の面会につき１５分間

※家族洗濯の方も上記時間内に洗濯物交換をお願いします。

♢ 面会人数 ３名まで（４名からは事前にご相談下さい）

♢ 差し入れ 面会時間内に食べられる量にしてください。

残った物はお持ち帰りください。

※あめ、餅、かしわ餅、巨峰、サンドイッチ等、誤嚥事故発生の

可能性が高いものはご遠慮願います。不安な場合は職員にご相談

ください。

詳しい面会方法は、館内に置いてあります「面会のしおり」をご覧いただくか、

職員にお尋ねください。

新しい保険証類提出のお願い

面会のお知らせ

梅の実収穫
※写真撮影のためマスクを外していただいています。


